
高梁市会計年度任用職員（家庭児童相談員）募集要項 
 

令和８年２月９日 

 

高梁市会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 

 

１．募集受付期間 

  令和８年２月９日（月）から令和８年２月２０日（金）まで 

 

２．募集職種等 

 （１）募集職種  家庭児童相談員 

 

 （２）職務内容  家庭における児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談支援指導業務 

 

 （３）募集人数  １人 

 

 （４）就業時間  週４日（月曜日～金曜日）勤務 

午前８時３０分～午後５時００分（内休憩時間６０分） 

 

 （５）報  酬  月額 ２０７，５００円（５０歳以上の方の場合）※昇給なし 

          ※今後の給与改定の状況により、報酬額が増減することがあります。 

          ※５０歳未満の方については、前歴換算により報酬額が決定します。 

 

 （６）勤務場所  健康福祉部こども未来課 

          高梁市役所本庁舎１階（高梁市松原通２０４３番地） 

 

３．任用期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日までの１年間 

※任用期間満了後、同一の職務内容の職が翌年度も設置される場合、勤務実績等に基づく客観

的な能力の実証を経て、再度の任用を行うことがあります。 

   

４．応募要件・資格等 

  ○年齢、性別は問いません。 

  ○資格要件は以下のとおりとする。 

①普通自動車運転免許を有する人 

②学校教育法に基づく大学、旧大学もしくは旧大学令に基づく大学において児童福祉、社会

福祉、児童学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科もしくはこれらに相当する

過程を修めて卒業した人、医師の有資格者、または社会福祉主事として２年以上児童福祉



事業に従事した人 

  ○以下に該当する人は応募することができません。 

   ①日本国籍を有しない人 

   ②地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する人 

    ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの人 

    ・高梁市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

    ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

５．応募方法 

 （１）応募書類 

    ・高梁市会計年度任用職員採用申込書 

     ※必要事項を記入のうえ、写真（タテ４㎝×ヨコ３㎝、正面向き、上半身、脱帽、最近 

３か月以内のもの）を貼付してください。 

・資格証（教員免許状等の資格要件を証明するもの）の写し 

 

 （２）提出先 

    ・高梁市健康福祉部こども未来課（高梁市役所本庁舎１階）へ持参又は郵送にてご提出く

ださい。 

    ・申込みは、令和８年２月２０日（金）まで（郵送の場合必着）となります。 

    ・受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

 

６．選考方法  ①書類選考 

②作文及び面接試験（日程については、応募者へ後日連絡します。） 

 

７．各種手当・休暇等 

  ○手   当：条件を満たす場合、通勤手当、期末手当、勤勉手当が支給されます。 

  ○休暇制度：年次有給休暇（１０日）が付与されます。その他、特別休暇があります。 

  ○休   日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  ○社会保険等：共済組合（短期）、厚生年金保険、雇用保険、公務上の災害又は通勤による 

災害の保証制度 

 

８．その他 

  ○地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令

に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制

限等）が適用されるほか、懲戒の規定に該当する場合は、同法に基づく処分の対象となりま

す。 



  ○任用はすべて条件付きのものとし、任用後１か月間（１か月間の勤務日数が１５日に満たな

い場合は、１５日に達するまで）を良好な成績で勤務したときに正式任用となります。 

  ○詳しい業務内容については、以下の担当課へお問い合わせください。 

 

 

【問い合わせ先】 

高梁市健康福祉部こども未来課こども相談係 

      ０８６６－２１－０２８８ 

 

【制度に関する問い合わせ先】 

高梁市総務部総務課職員係 

      ０８６６－２１－０２０５ 


